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(57)【要約】
【課題】手袋の指袋が指にフィットし、着用感が良好で
脱ぎにくい手袋を提供する。
【解決手段】本発明の手袋（３０）は、紡績糸を編成し
た手袋であって、前記紡績糸は、手袋にした状態で撚り
トルクが発現するように、軽度な撚り止めヒートセット
がされており、少なくとも指袋の部分の編目は斜行（３
１ａ～３１ｅ）している。指袋の編目の斜行により、斜
目又は歪んだ応力が指にかかるため、フィット感が良好
となり、脱ぎにくい手袋となる。前記斜行は、左手袋の
場合、左上から右下に編目が斜行し、右手袋の場合、右
上から左下に編目が斜行していると、指の握り方向に沿
って編目が曲がるので、指の自然な動きに追従して着用
感がさらに良好となる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　紡績糸を編成した手袋であって、
　前記紡績糸は、手袋にした状態で撚りトルクが発現する撚り止めヒートセットがされて
おり、
　少なくとも指袋の部分の編目は斜行していることを特徴とする手袋。
【請求項２】
　前記斜行は、左手袋の場合、左上から右下に編目が斜行し、右手袋の場合、右上から左
下に編目が斜行している請求項１に記載の手袋。
【請求項３】
　前記紡績糸は、芯糸の周囲に浮き糸を配置し、前記浮き糸の上から押さえ糸を巻きつけ
た意匠撚糸であって、前記芯糸及び押さえ糸は、強度が１４ｃＮ／ｄｅｃｉ　ｔｅｘ以上
の高強力合成繊維（スーパー繊維）を含む糸であり、前記意匠撚糸の一定長さ当たりの前
記浮き糸の長さは前記芯糸よりも長い請求項１に記載の手袋。
【請求項４】
　前記スーパー繊維糸は、アラミド繊維、ポリベンズイミダゾール繊維、ポリベンズオキ
サゾール繊維、ポリベンズチアゾール繊維、ポリアリレート繊維、ポリケトン繊維、高強
力ポリエチレン繊維及び高強力ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）繊維から選ばれる少なく
とも一つの糸である請求項３に記載の手袋。
【請求項５】
　前記浮き糸は、前記スーパー繊維、前記スーパー繊維以外の合成繊維、化学繊維、及び
天然繊維から選ばれる少なくとも一つの糸である請求項３に記載の手袋。
【請求項６】
　前記意匠撚糸の一定長さ当たり、前記浮き糸の長さは前記芯糸よりも１～１００％長い
請求項３～５のいずれかに記載の手袋。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、指にフィットし、着用感及び摩擦性が良好な手袋に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から紡績糸を用いた編物の手袋は使用されている。例えば毛糸の手袋とか、軍手と
いわれている手袋は編物手袋の典型例である。これらの手袋は、指袋と指の摩擦はあまり
高くなく、指のフィット感もいまだ満足されてはいない。特許文献１の請求項５～６、段
落００３１にも、撚りによるトルクを下げることが開示されている。
【０００３】
　さらに、高強力繊維を用い、防護性、耐切創性を向上させた手袋も提案されている（特
許文献２～５）。具体的には、特許文献２～３には高強度ポリエチレン繊維を使用した防
護手袋が提案されている。特許文献４にはアラミド繊維等を利用した防護手袋が提案され
ている。特許文献５にはスーパー繊維とポリフェニレンサルファイド繊維を使用し、耐切
創性と保温性を向上させた手袋が提案されている。
【特許文献１】特開２００１－３０３３７４号公報
【特許文献２】特開２００６－３４２４６３号公報
【特許文献３】特開２００６－０７０４００号公報
【特許文献４】特開２００５－０２９９３８号公報
【特許文献５】特開２００３－３０６８１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、前記従来の手袋は、表面が滑りやすいという問題があった。これは、繊維自体
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が滑りやすく、物を掴む動作をする際、滑って掴めなかったり、物を落としたりする危険
性をともなっていた。このため、樹脂、ゴム、プラスチゾルなどをドット状に塗布したり
、全体にコーティングすることも行われている。しかし、樹脂、ゴム、プラスチゾルなど
を塗布すると、指の繊細な感覚が鈍くなり、精密な作業や運動ができなくなるという問題
がある。
【０００５】
　本発明は、前記従来の問題を解決するため、手袋の指袋が指にフィットし、着用感が良
好で脱ぎにくい手袋を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の手袋は、紡績糸を編成した手袋であって、前記紡績糸は、手袋にした状態で撚
りトルクが発現する撚り止めヒートセットがされており、少なくとも指袋の部分の編目は
斜行していることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明は、紡績糸は手袋にした状態で撚りトルクが発現するように、軽度な撚り止めヒ
ートセットがされており、少なくとも指袋部分の編目は斜行していることにより、手袋の
指袋が指にフィットし、着用感が良好で脱ぎにくい手袋を提供できる。すなわち、指袋の
編目の斜行により、斜目又は歪んだ応力が指にかかるため、フィット感が良好となり脱ぎ
にくい手袋となる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は本発明の実施例１に使用する意匠撚糸の側面図である。
【図２】図２は本発明の実施例２に使用する意匠撚糸の側面図である。
【図３】図３は本発明の実施例１における手袋の正面図である。
【図４】図４は本発明の実施例２における手袋の正面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の手袋に使用する紡績糸は、手袋にした状態で撚りトルクが発現するように、軽
度な撚り止めヒートセットがされており、少なくとも指袋の編目は斜行している。前記に
おいて、軽度な撚り止めヒートセットとは、繊維材料によって異なるが、通常トルクの発
現を止めるための撚り止めヒートセットよりは、温度が低いか又は処理時間が短いことを
言う。すなわち、手袋に編成したときに少なくとも指袋の編目は撚りトルクによる斜行が
発現する状態である。指袋の部分は面積が小さいことから、撚りトルクによる斜行が発現
しやすい。掌や裏の部分に編目の斜行が出てもよいが、この部分は面積が広く、斜行は発
現しにくい。
【００１０】
　通常、撚りトルクの発現による編目の斜行は、見た目が悪く品位を落とすため、これを
避けるために撚りトルクを残さないのが常識である。しかし、本発明は逆の発想により、
撚りトルクを発現させて編目を斜行させ、フィット感が良好で脱ぎにくい手袋を実現でき
た。
【００１１】
　前記斜行は、左手袋の場合、左上から右下に編目が斜行し、右手袋の場合、右上から左
下に編目が斜行している好ましい。これにより、指の握り方向に沿って編目が曲がるので
、指の自然な動きに追従して着用感がさらに良好となる。このように編目を斜行させるに
は、左用手袋の場合は、Ｓ撚の紡績糸を製造し、撚りトルクを残してヒートセットし、指
先から手袋編機で編成することにより得られる。右用手袋の場合は、Ｚ撚の紡績糸を製造
し、撚りトルクを残してヒートセットし、指先から手袋編機で編成することにより得られ
る。
【００１２】
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　本発明で使用する糸は紡績糸であればどのようなものでも良い。紡績糸の繊維は、コッ
トン、ウール、麻等の天然繊維、レーヨン等の再生繊維、ポリエステル、ナイロン、アク
リル系繊維等の合成繊維等、どのような繊維でも使用できる。糸の形態は、単糸、双糸以
上の複数本の撚り糸などを使用できる。通常の紡績糸でも良いし、意匠撚糸でも良い。意
匠撚糸は、芯糸の周囲に浮き糸を配置し、浮き糸の上から押さえ糸を巻きつけることによ
り得られる。芯糸及び押さえ糸は、強度が１４ｃＮ／ｄｅｃｉ　ｔｅｘ以上の高強力合成
繊維（スーパー繊維）を含む糸であっても良い。スーパー繊維は、強度と耐久性を高く維
持するのに有用である。この意匠撚糸の一定長さ当たりにおいて、浮き糸の長さは芯糸よ
りも長い。これにより、浮き糸が芯糸の周囲に部分的に直線状に配列されたり、ループを
形成して配列されることにより、手袋を形成したときには浮き糸は表面に杢状ないしは突
出して存在し、滑り止め機能を発揮する。前記意匠撚糸の一定長さ当たり、前記浮き糸の
長さは前記芯糸よりも１～１００％長いことが好ましい。
【００１３】
　本発明で使用できるスーパー繊維糸は、アラミド繊維、ポリベンズイミダゾール繊維、
ポリベンズオキサゾール繊維、ポリベンズチアゾール繊維、ポリアリレート繊維、ポリケ
トン繊維、高強力ポリエチレン繊維及び高強力ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）繊維から
選ばれる少なくとも一つの糸が好ましい。これらの繊維はいずれも強度が１４ｃＮ／ｄｅ
ｃｉ　ｔｅｘ以上の高強力繊維である。例えばアラミド繊維（東レ・デュポン社製商品名
“ケブラー”、テイジントワロン社製商品名“トワロン”、帝人社製商品名“テクノーラ
”）は強度：１９～２５ｃＮ／ｄｅｃｉ　ｔｅｘ、弾性率３８０～９８０ｃＮ／ｄｅｃｉ
　ｔｅｘである。ポリアリレート繊維（クラレ社製商品名“ベクトラン”）は強度：１８
～２２ｃＮ／ｄｅｃｉ　ｔｅｘ、弾性率６００～７４１ｃＮ／ｄｅｃｉ　ｔｅｘである。
ポリベンズオキサゾール繊維（東洋紡社製商品名“ザイロン”）は強度：３７ｃＮ／ｄｅ
ｃｉ　ｔｅｘ、弾性率１０６０～２２００ｃＮ／ｄｅｃｉ　ｔｅｘである。高強力ポリエ
チレン繊維（東洋紡社製商品名“ダイニーマＳＫ６０”、ＤＭＳ社製商品名“ダイニーマ
ＳＫ７１”）は強度：２６～４０ｃＮ／ｄｅｃｉ　ｔｅｘ、弾性率８８３～１４１３ｃＮ
／ｄｅｃｉ　ｔｅｘである。高強力ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）繊維（クラレ社製商
品名“クラロン－ＫＩＩ”）は強度：１４～１８ｃＮ／ｄｅｃｉ　ｔｅｘである。
【００１４】
　浮き糸は、前記スーパー繊維、前記スーパー繊維以外の合成繊維、化学繊維、及び天然
繊維から選ばれる少なくとも一つの糸が好ましい。例えば木綿やウールであっても良い。
【００１５】
　本発明で使用する紡績糸の繊度は１１８～１１８１１ｄｔｅｘ（綿番手：０．５～５０
番）が好ましい。紡績糸の好ましい撚り数は２００～７００回／ｍの範囲である。紡績糸
はリング紡績機で製造できる。意匠撚糸は、意匠撚糸機で製造できる。この際には浮き糸
の供給速度を芯糸の供給速度よりも１～１００％早く（オーバーフィード）することが好
ましい。
【００１６】
　本発明で使用する紡績糸は、軽度の撚り止めヒートセットがされている。これにより、
手袋に編成したときに指袋の部分の編目が斜行する。撚り止めヒートセットは、乾熱又は
湿熱で９０～１１０℃、３０～６０分間熱処理するのが好ましい。好ましくは湿熱を使用
する。
【００１７】
　このようにして得られた意匠撚糸は、手袋編み機で直接手袋に編成しても良いし、横編
、丸編、経編などの編み物生地に編成した後、手袋に縫製しても良い。
【００１８】
　本発明の手袋の重量は、薄手の場合はＳサイズ１双で例えば２８ｇ、Ｍサイズ１双で例
えば３２ｇとすることができる。もちろん、これ以上重いものも軽いものも自由に形成で
きる。
【００１９】
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　用途としては、例えば岩登りなどに使用する登山用手袋、ゴルフ、野球、サッカー、ス
キーなどのスポーツ用手袋、寒冷条件下で複数の手袋を重ねて使用する際のインナー手袋
、一般作業手袋、保護手袋、アーク溶接などの溶接作業手袋、溶鉱炉などの炉前作業手袋
、加熱調理用手袋、消防消火作業手袋、エンジン補修などの高熱物体を扱う作業に使用す
る耐熱手袋、防刃手袋などとしても有用である。
【００２０】
　以下図面を用いて説明する。図１は本発明で使用する一実施例の意匠撚糸１０の側面図
である。この意匠撚糸１０は、芯糸１と浮き糸２とその上からの押さえ糸３で構成され、
浮き糸２はループを形成している。浮き糸２は木綿又はウール等の天然繊維の例である。
【００２１】
　図２は本発明の別の実施例で使用する意匠撚糸２０の側面図である。この意匠撚糸２０
は、芯糸４と浮き糸５とその上からの押さえ糸６で構成され、浮き糸５は芯糸４の周囲に
部分的に直線状に配置されている。直線の部分は５～５０ｍｍの範囲である。浮き糸５は
スーパー繊維を使用した例である。
【００２２】
　図３は図１の意匠撚糸を使用して編んだ手袋３０の正面図である。手袋３０の各指袋の
斜め線（３１ａ－３１ｅ）は編目が斜行している状態を示している。図３の編目の斜行部
分３１ａ～３１ｅに示すように、左手の場合、左上から右下に編目が斜行していると（右
手の場合は逆となる）、指の握り方向に沿って編目が曲がるので、指の自然な動きに追従
して着用感が良好となる。掌部には斜行は見られない。手袋３０の掌部や指部にドット状
に見え、指部の側面に細かく突出しているのが、図１における浮き糸２のループである。
【００２３】
　図４は図２の意匠撚糸を使用して編んだ手袋４０の正面図である。手袋４０の各指袋の
斜め線（４１ａ－４１ｅ）は編目が斜行している状態を示している。図４の編目の斜行部
分４１ａ～４１ｅに示すように、左手の場合、左上から右下に編目が斜行していると（右
手の場合は逆となる）、指の握り方向に沿って編目が曲がるので、指の自然な動きに追従
して着用感が良好となる。掌部には斜行は見られない。手袋４０の掌部や指部の紋様４２
は、図２における浮き糸５の直線部分が重なって見えるためである。
【実施例】
【００２４】
　以下実施例を用いて、さらに本発明を具体的に説明する。
【００２５】
　（実施例１）
　図１において、芯糸１及び押さえ糸３としてメタ系アラミド繊維［帝人社製“コーネッ
クス”、単繊維繊度２．２ｄｅｃｉ　ｔｅｘ（２デニール）、繊維長５１ｍｍ］からなる
紡績糸４０／２（メートル番手４０番の双糸使い）２本を合撚して用いた。合撚条件は、
Ｓ撚６００回／ｍとし、湿熱で１１０℃、４０分間のヒートセットをした。浮き糸２は、
防縮加工したウール紡績糸１／７０（メートル番手７０番の単糸使い）１本を使用した。
これらの糸を意匠撚糸機に供給し、この際、芯糸１及び押さえ糸３に対して浮き糸２を１
．７倍（１７０％）オーバーフィードした。意匠撚糸機における撚り回数はＳ撚６００回
／ｍとした。混率は、メタ系アラミド繊維７２ｗｔ％、ウール２８ｗｔ％であった。この
意匠撚糸１０は、１０５℃の湿熱で３０分間ヒートセットした。得られた糸は左手用とし
た。右手用の糸は、前記Ｓ撚をＺ撚に変えて製造した。
【００２６】
　得られた意匠撚糸を使用して、シマセイキ社製手袋編み機（１０ゲージ）を使用して図
３に示す手袋３０を編成した。編成した手袋は１双（両手）でＳサイズは２８ｇ、Ｍサイ
ズは３２ｇであった。
【００２７】
　この手袋３０を使用して、３０日間、ヨーロッパアルプスの登山に使用した。岩登り及
び氷河歩きを含め、標高３０００～４８００ｍの山登りに使用した結果、指袋の編目の斜
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るとともに、脱ぎにくいことが確認できた。とくに図３の編目の斜行部分３１ａ～３１ｅ
に示すように、左手の場合、左上から右下に編目が斜行していると（右手の場合は逆とな
る）、指の握り方向に沿って編目が曲がるので、指の自然な動きに追従して着用感が良好
となる。また、穴明き、擦り切れ、破損は見られず、手及び手指の保護機能も高かった。
岩登りやピッケル操作などにおいて、微妙な指の感覚も落ちることはなかった。このこと
から、薄手で耐久性が高く、指の繊細な感覚を保持できる手袋であることが確認できた。
気温が寒いときはインナー手袋としても有用であった。
【００２８】
　（実施例２）
　図２において、芯糸４及び押さえ糸６としてメタ系アラミド繊維［帝人社製“コーネッ
クス”、単繊維繊度２．２ｄｅｃｉ　ｔｅｘ（２デニール）、繊維長５１ｍｍ］からなる
紡績糸４０／２（メートル番手４０番の双糸使い）２本を合撚して用いた。合撚条件は、
Ｓ撚６００回／ｍとし、湿熱で１１０℃、３０分間のヒートセットをした。浮き糸５は、
ポリベンズオキサゾールからなるフィラメント繊維（東洋紡社製商品名“ザイロン”）２
７８ｄｅｃｉ　ｔｅｘを使用し、湿熱で１００℃、３０分間のヒートセットをした。これ
らの糸を意匠撚糸機に供給し、この際、芯糸４及び押さえ糸６に対して浮き糸５を１．０
１倍（１０１％）オーバーフィードした。意匠撚糸機における撚り回数はＳ撚６００回／
ｍとした。混率は、メタ系アラミド繊維６８ｗｔ％、ポリベンズオキサゾール繊維３２ｗ
ｔ％であった。この意匠撚糸２０は、１１０℃の湿熱で３０分間ヒートセットした。得ら
れた糸は左手用とした。右手用の糸は、前記Ｓ撚をＺ撚に変えて製造した。
【００２９】
　得られた意匠撚糸を使用して、シマセイキ社製手袋編み機（１０ゲージ）を使用して図
４に示す手袋４０を編成した。編成した手袋は１双でＳサイズは２８ｇ、Ｍサイズは３２
ｇであった。
【００３０】
　この手袋４０を使用して、３０日間、ヨーロッパアルプスの登山に使用した。岩登り及
び氷河歩きを含め、標高３０００～４８００ｍの山登りに使用した結果、指袋の編目の斜
行により、指袋と指の摩擦が高くなり、手袋の指袋が指にフィットし、着用感が良好にな
るとともに、脱ぎにくいことが確認できた。とくに図４の編目の斜行部分４１ａ～４１ｅ
に示すように、左手の場合、左上から右下に編目が斜行していると（右手の場合は逆とな
る）、指の握り方向に沿って編目が曲がるので、指の自然な動きに追従して着用感が良好
となる。また、穴明き、擦り切れ、破損は見られず、手及び手指の保護機能も高かった。
岩登りやピッケル操作などにおいて、微妙な指の感覚も落ちることはなかった。このこと
から、薄手で耐久性が高く、指の繊細な感覚を保持できる手袋であることが確認できた。
気温が寒いときはインナー手袋としても有用であった。
【符号の説明】
【００３１】
１，４　芯糸
２，５　浮き糸
３，６　押さえ糸
１０，２０　意匠撚糸
３０，４０　手袋
３１ａ～３１ｅ，４１ａ～４１ｅ　編目の斜行部分
４２　紋様
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